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自動車運転者を使用する事業場に対する 
令和３年の監督指導等の状況を公表します 

～監督指導を行った事業場の約 94％で労働基準関係法令違反～ 

 

 静岡労働局（局長 石丸
いしまる

哲
てつ

治
はる

）では、このたび、県下７労働基準監督署が令和３年に

トラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指

導の状況等を取りまとめましたので、公表します。（別紙参照）。 

 

  令和３年の監督指導等の概要 

 

■ 監督指導を実施した事業場は 110事業場。 

   このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、103事業場。 

    また、改善基準告示違反が認められたものは、72事業場。 

 ■ 主な労働基準関係法令違反事項は、①労働時間（62.7％） 

                   ②時間把握（11.8％） 

                   ③割増賃金（24.5％） 

 ■ 主な改善基準告示違反事項は、①最大拘束時間（56.4％） 

                 ②休息期間（47.3％） 

                 ③連続運転時間（44.5％） 

 

 

  

令和４年 11月 10日 

【照会先】 

静岡労働局労働基準部監督課 

監 督 課 長  松本 政浩 

主任監察監督官   森  正樹 

   (電話) 054-254-6352 



別紙１ 

自動車運転者を使用する事業場に対する 
監督指導等の状況（令和３年） 

⑴ 業種ごとの監督実施事業場数、労働基準関係法令違反の事業場数及び主な違反事項

は、以下のとおりであった。 

  ※ 表中の（ ）内は、監督実施事業場数に対する違反率。以下同じ。 

事項 

 

業種 

監督実施 

事業場数 

労働基準関 

係法令違反 

事業場数 

主な違反事項 

労働時間 時間把握 割増賃金 

ト ラ ッ ク 92 
86 

(93.5%) 

62 

(67.4%) 

11 

(12.0%) 

21 

(22.8%) 

バ   ス 1 
1 

(100%) 

1 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

ハイヤー・ 

タ ク シ ー 
12 

11 

(91.7%) 

4 

(33.3%) 

1 

(8.3%) 

5 

(41.7%) 

そ の 他 5 
5 

(100%) 

2 

(40.0%) 

1 

(20.0%) 

1 

(20.0%) 

合 計 110 
103 

(93.6%) 

69 

(62.7%) 

13 

(11.8%) 

27 

(24.5%) 
 （注１） 「その他」欄は、トラック、バス及びハイヤー・タクシー以外の業種で自動車運転者を使用

する事業場（自社で製造した製品を運搬するトラック運転者を使用する製造業の事業場、建設
現場で使用する資材等を運搬するトラック運転者を使用する建設業の事業場など）。以下同じ。 

 （注２） 違反事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各違反事項の件数の合計と違反
事業場数とは一致しない。以下同じ。 

 

⑵ 業種ごとの改善基準告示違反事業場数及び主な違反事項は、次のとおりであった。 

事項 

 

業種 

監督実施 

事業場数 

改善基準 

告示違反 

事業場数 

主な違反事項 

総拘束 

時間 

最大拘束 

時間 
休息期間 

最大運転 

時間 

連続運転 

時間 

ト ラ ッ ク 92 
69 

(75.0%) 

39 

(42.4%) 

61 

(66.3%) 

52 

(56.5%) 

38 

(41.3%) 

48 

(52.2%) 

バ   ス 1 
1 

(100%) 

1 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

（0%） 

0 

(0%) 

ハイヤー・ 

タ ク シ ー 
12 

1 

(8.3%) 

0 

(0%) 

1 

(8.3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

そ の 他 5 
1 

(20.0%) 

1 

(20.0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(20.0%) 

合 計 110 
72 

(65.5%) 

41 

(37.3%) 

62 

(56.4%) 

52 

(47.3%) 

38 

(34.5%) 

49 

(44.5%) 

(注) 総拘束時間：１か月又は１週当たりの拘束時間、最大拘束時間：1日あたりの拘束時間、休息期間：

勤務と次の勤務の間の時間、最大運転時間：1日及び１週当たりの運転時間、連続運転時間：1 回当

たりの運転時間（詳細は別紙２参照） 

１ 監督指導の状況 



 

 

⑶ 平成 31 年・令和元年から令和３年までの３年間における業種ごとの監督実施事業

場、労働基準関係法令違反の事業場及び改善基準告示違反の事業場数は、次のとおりで

あった。 
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監督実施 

事業場数 
71 65 92 5 0 1 8 4 12 2 4 5 

労働基準関係 

法令違反事業場数 
68 60 86 5 0 1 8 4 11 2 4 5 

改善基準告示 

違反事業場数 
56 50 69 3 0 1 4 1 1 1 2 1 
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⑷ 令和３年の監督指導の事例には、以下のようなものがあった。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考）トラック運転者に係る改善基準告示 

    １か月の総拘束時間：原則 293時間以内（労使協定締結の場合、320時間以内） 

    １日の最大拘束時間：13時間以内を基本とし、延長する場合であっても 16時間以内 

    休息期間：勤務終了後、継続８時間以上 

労働時間を適正に把握していないことが疑われる運送会社に対する監督指導

事例（トラック） 

■ 運転者の中に、36 協定の上限を超えて時間外労働を行わせ、１日の拘束時間が

上限の 16時間を超える日があり、勤務終了後に継続８時間以上の休息期間を与え

ておらず、また、１箇月の拘束時間が上限の 293時間を超える者が認められた。 

■ 労働契約の締結に際して、労働者に書面等により労働条件を明示していなかっ

た。 

■ 年次有給休暇が 10日以上付与される労働者に対し、１年以内に５日以上の年次

有給休暇を時季を指定して取得させていない者が認められた。 

 

１ 36協定の上限を超えて時間外労働させてはならないことを是正勧告した。 

  また、運転者の１日の拘束時間が 16時間を超えてはならないこと、勤務終了後

に継続８時間以上の休息期間を与えなければならないこと及び１箇月の拘束時間

が 293時間を超えてはならないことについて是正勧告した。 

 

 

 

 

 

２ 労働契約の締結に際して、労働者に対して書面等により労働条件を明示しなけ

ればならないことについて是正勧告した。 

 

 

 ３ 年５日以上の年次有給休暇を取得させていないことについて是正勧告した。 

 

 

 

 

➣ デジタルタコグラフにより労働時間や拘束時間を把握して管理することで、拘

束時間の削減を図った。 

➣ 書面により労働条件を通知した。 

➣ 年次有給休暇管理簿を作成し、取得状況の把握と管理体制を構築した。 

概   要 

指導事項 

労働基準法第 32条（労働時間）違反 

改善基準告示違反 

（１日の最大拘束時間、休息期間及び１箇月の総拘束時間） 

労基署の対応 

指導事項 労働基準法第 15条第１項（労働条件の明示）違反 

指導事項 労働基準法第 39条第７項（年次有給休暇）違反 

指導後の会社の取組 



 

事項 

 

業種 

監督実施 

事業場数 

労働基準関係法令 

違反事業場数 

改善基準告示 

違反事業場数 

静岡 全国 静岡 全国 静岡 全国 

ト ラ ッ ク 92 3,037 
86 

(93.5%) 

2,465 

(81.2%) 

69 

(75.0%) 

1,754 

(57.8%) 

バ   ス 1 103 
1 

(100%) 

66 

(64.1%) 

1 

(100%) 

30 

（29.1%） 

ハイヤー・ 

タ ク シ ー 
12 266 

11 

(91.7%) 

230 

(86.5%) 

1 

(8.3%) 

68 

(25.6%) 

そ の 他 5 364 
5 

(100%) 

293 

(80.5%) 

1 

(20.0%) 

158 

(43.4%) 

合 計 110 3,770 
103 

(93.6%) 

3,054 

(81.0%) 

72 

(65.5%) 

2,010 

(53.3%) 

 

 
   自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図るため、労働 

  基準監督機関と地方運輸機関が、その監督等の結果（改善基準告示違反等）を 

  相互に通報している。 

   また、令和３年においては、労働基準監督機関と地方運輸機関が連携して、 

  ２件の合同監督・監査を行った。 

 

  【相互通報制度の実施状況（過去３年間）】 

 

年 

事項 

平成 31年 

・令和元年 
令和２年 令和３年 

労働基準監督機関から 

通 報 し た 件 数 
15 15 16 

労 働 基 準 監 督 機 関 が 

通 報 を 受 け た 件 数 
29 17 28 

 

３ 国土交通省地方運輸機関との連携 

２ 全国との比較（令和３年 監督指導状況） 
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